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In Japan, people have long been enjoying the benefits of nuclear power without properly 
understanding the issues surrounding the management of the radioactive waste generated through its 
use. It is a major challenge to manage and dispose of high-level radioactive waste (HLW) safely and 
reliably without imposing adverse effects on human health or the environment. To address HLW issues, 
it is essential to ensure active citizen participation and to engage in constructive discussion and 
elaboration about the issues. However, resolving the HLW issues has been impeded to date by people’s 
antagonistic attitude to the issues, which is often referred to as the “Not In My BackYard” or NIMBY 
syndrome. Citizens’ non-cooperative behaviors in social dilemmas, which are not necessarily desirable 
for society, have also been regarded as obstacles to promote societal consensus-building necessary for 
finding possible solutions regarding the HLW issues. This paper discusses potential approaches to 
changing citizens’ behaviors and facilitating societal consensus-building throughout the HLW 
management and disposal process. The paper focuses on the role of the citizens and highlights the 
importance of their active participation in building this consensus on the HLW management issues. 

 

1.はじめに 
我が国は、半世紀以上にわたり原子力発電を基幹

電源の一つとして位置付けてきた。原子力発電を行

うと放射性廃棄物が発生する。しかし、国民の多く

は、原子力発電から生じる放射性廃棄物の問題につ

いて正しく理解しないまま、その便益を享受してき

た。とりわけ、原子力発電所の原子炉から出てくる

使用済燃料や使用済燃料を再処理した後に出てくる

ガラス固化体は、放射能が極めて高く、しかもその

レベルが人体や環境に悪影響を与えない程度まで減

衰するには数万年から十万年以上もかかるとされる

高レベル放射性廃棄物（High-level radioactive waste、

以下、HLW）である。したがって、HLW を安全に、

かつ長期間にわたって確実に処分することが喫緊の

課題である。 

我が国は、HLW の処理及び処分に関する技術面で

の検討や研究開発を進めるとともに、制度面では、

2000 年（平成 12 年）6 月に、HLW の最終処分1を計

画的に、かつ確実に進めるため、『特定放射性廃棄物

の最終処分に関する法律（平成 12 年法律第 117 号）』

（以下、最終処分法）を制定し、また、同年 10 月に

は、『特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針』

（以下、基本方針）を定めた。最終処分法と基本方

針は、その後の技術の進歩や事情の変化に合わせて

数次改正、あるいは、改定されている。 

 
1 「最終処分」とは、放射性廃棄物の安全性及びセキ

ュリティを確保するために、社会による継続的な監視、

制度的な担保や保障、資金的あるいは人的な資源の投

入を伴う能動的な管理に頼る必要がない状態に処分す

ることである（放射性廃棄物 WG, 2014, p.7）。 
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最終処分法では HLW の処分地選定に向けたプロ

セスが定められており、立地に必要な本格的な調査

に入る前には、文献その他の資料での調査（以下、

文献調査）を行うこととされている。文献調査は、

HLW 処分の事業主体である原子力発電環境整備機

構（Nuclear Waste Management Organization of Japan、

以下、NUMO）2が調査受入れ自治体の公募を行い、

自治体からの応募を受け付けたうえで行うこととさ

れている。また、公募方式に加え、国からの「申し

入れ方式」によって HLW の処分地選定に関する文

献調査に着手する仕組みも導入されている3。 

2002 年（平成 14 年）12 月、NUMO は、HLW の

処分地選定に関するプロセスを進めるため、全国の

自治体に対し、HLW 最終処分施設の設置可能性を調

査する区域の公募を開始した。2007 年（平成 19 年）

1 月には、高知県東洋町が文献調査への応募をいっ

たん行ったものの、同年 4 月に応募を取り下げた。

その後、文献調査に応募する自治体は現れず、HLW

の処分地選定に関するプロセスが滞っていた。しか

し、2020 年（令和 2 年）10 月 9 日に北海道寿都郡寿

都町が文献調査への応募を行い4、また、同年 10 月

15 日に北海道古宇郡神恵内村が文献調査の実施に

ついての国からの申し入れを受諾する文書を提出し

た5。同年 11 月 17 日からこれらの自治体において文

献調査が開始されている6。 

これまで HLW の処分地選定に関するプロセスが

進まなかった理由の一つは、HLW 処分施設という

「迷惑施設」の立地が「NIMBY（Not In My BackYard）」

（以下、NIMBY）問題を内包するためである。

NIMBY 問題は、HLW 処分施設に限らず、「その施

設が必要であることは認めるが、私の家のそばに作

られるのはご免だ」（清水, 1999, p.27）という人びと

の心理傾向又は権利意識によって引き起こされる。

 
2 NUMO は、HLW 処分事業を実施するため、最終処分

法に基づき、2000 年（平成 12 年）10 月に設立された

経済産業大臣の認可法人。 
3 NUMO, 「地層処分に関する文献調査について」。 
4 NUMO, 2020a, p.1。 
5 NUMO, 2020b, p.1。 
6 NUMO, プレスリリース「（コメント）北海道寿都町

および北海道神恵内村における文献調査の実施につい

て」, 2020 年 11 月 17 日。 

HLW の処分地選定に関するプロセスが進まない理

由の二つ目として、HLW 問題は社会的ジレンマを抱

える問題であるということが挙げられる。HLW 問題

は社会的課題である。しかし、多くの人びとにとっ

て HLW 問題は「他人事」である。こうした人びと

の意識によって社会的課題の解決策を見出せない状

況は社会的ジレンマに陥った状況である。 

HLW 問題の解決に向けては、政府や専門家が方針

を決め、市民に対して一方的に情報提供を行うとい

う「上意下達」のアプローチでは機能しない7。日本

だけでなく、海外の HLW 問題に関する取組におい

ても、トップダウンのアプローチでは成功しないこ

とが示されている。HLW 問題という社会的課題に対

する最適な解決策を見出すためには、「将来世代に負

担を先送りしない」という意識を持つ市民の主体的

参加を得て、市民の意見や要求に傾聴し、重要なも

のは積極的に政策や意思決定に反映するという「下

意上達」のアプローチが必要である8。本稿では、社

会的課題に対し、多様な価値観を有する市民が、納

得のいく経過を踏んで熟議、熟慮を行い、共通の認

識と理解を得て、社会にとって最適な解決策を見出

すことを「社会的合意形成」と呼び、社会的課題を

認識し、社会にとっての最適な解決策を見出すまで

の過程を「社会的合意形成プロセス」と呼ぶ。 

しかし、たとえ多くの市民の参加を可能とする社

会的合意形成プロセスを整備したとしても、市民が

自らの時間や労力を割いて率先して参加するとは限

らない。個人の選択や行動の自由は尊重されなけれ

ばならないが、人びとの利己的な考えや非協力行動

は社会的ジレンマを生じさせることから、社会にと

っては必ずしも望ましいものではない。HLW 問題と

いう社会的課題に対する社会にとっての最適な解決

策を見出すためには、社会的合意形成プロセスを進

める必要がある。また、社会的ジレンマを克服し、

HLW 問題をめぐる社会的合意形成プロセスを進め

るためには、プロセスへの市民の主体的参加と熟議

を確保する必要があり、そのためには、市民の行動

変容を促すことが求められる。 

 
7 出雲, 2019a, p.6。 
8 同上, p.7。 
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本稿では、社会的ジレンマ、行動変容モデル及び

行動経済学に関する基本的な議論を整理するととも

に、HLW 問題をめぐる社会的合意形成プロセスを進

めるために必要な市民の行動変容を促す方略につい

て検討する9。行動変容モデルは、主として医療及び

保健の分野で研究され、適用されてきた。本稿では、

行動変容モデルを応用し、行動経済学の考え方と合

わせて、HLW 問題をめぐる社会的合意形成に関わる

市民の行動変容を促す場合に当てはめて考察する。

なお、本稿の「市民」は、「一般的な市民」であり、

HLW 問題に関して専門家と自認できるほどの情報

や知識を持たないものの、HLW 問題をめぐる社会的

合意形成プロセスにおける価値判断や意思決定には

相応の責任を有する人びとを想定している。また、

本稿は、HLW 問題の解決には、社会的合意形成プロ

セスにおける市民の役割が重要であるとの考え方に

立っている。 

 

2.社会的ジレンマと行動変容 
本章では、社会的ジレンマ、代表的な行動変容モ

デル、行動経済学の認知バイアス及び Nudge（ナッ

ジ）理論について基本的な考え方を整理する。 

 

2.1 HLW 問題における社会的ジレンマ 

藤井（2003）は、他人に迷惑をかけるような行為、

すなわち、長期的には公共的な利益を低下させてし

まうものの短期的な私的利益の増進には寄与する行

為を「非協力行動」と定義し、他方、他人に迷惑を

かけないように振る舞う行為、すなわち、短期的な

私的利益は低下してしまうものの長期的には公共的

な利益の増進に寄与する行為を「協力行動」と定義

する。社会的ジレンマとは、人びとが、長期的には

公共的な利益を低下させてしまうものの短期的な私

的利益の増進に寄与する非協力行動か、短期的な私

的利益は低下してしまうものの長期的には公共的な

利益の増進に寄与する協力行動か、のいずれかを選

択しなければならない状況である。 

 
9 HLW 問題をめぐる社会的合意形成プロセスを進め

るために、社会的ジレンマにおける協調行動を促す要

因については、出雲（2019b）でも論じている。 

藤井（2003）によれば、「理想的な市場経済では、

生産者が収益の最大化を、消費者が効用の最大化を

それぞれ目指せば市場メカニズムによって市場が最

適な状態（パレート最適状態、すなわち、誰もが、

他者の利益を損なわずして自らの利益の増進を図る

こと（＝パレート改善）ができない状態）になる」10

ことから、このような「理想的な市場では、私的な

利益の増進に寄与する非協力行動と公共的な利益の

増進に寄与する協力行動が一致している。それ故、

社会的ジレンマは存在していない」11とされる。し

かし、現実社会においては、「各主体の最適化行為（消

費者の効用最大化と生産者の収益最大化）によって、

市場が必ずしも望ましい状態となるとは限らない」
12ため、こうした状況では、「各人にとって最適化行

動（非協力行動）は、市場全体にとって望ましい行

動（協力行動）と乖離しており、各人はいずれかを

選択せざるを得ない」13ことから、このような現実

社会の市場は社会的ジレンマの状況にあるとされる。 

多くの市民は、HLW 問題について無関心であり、

現世代として解決しなければならない喫緊の社会的

課題とは認識していない。原子力発電から HLW と

いう「核のゴミ」が発生することすら理解していな

い市民もいる。HLW のことを知り、厄介な「核のゴ

ミ」であると理解しても、「自分一人ぐらいが考えた

ところで解決策は生まれない」と考える市民もいる。

さらに、たとえ社会的課題として認識したとしても、

「自分の貴重な時間や労力を割きたくない」と主張

する市民もいる。このように HLW 問題という社会

的課題の解決によって得られる長期的な公共的利益

を追求せず、一人ひとりの個人が短期的な私的利益

ばかりを考えること、換言すれば、個人が利己的な

非協力行動を取ることにより、結果として社会的課

題の解決策を見出すに至らない状況は社会的ジレン

マである。HLW 問題を解決するためには、人びとの

行動変容を促し、社会的ジレンマを克服して、社会

的合意形成プロセスを進めることが必要である。 

 

 
10 藤井, 2003, p.9。 
11 同上。 
12 同上。 
13 同上。 
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2.2 行動変容モデル 

現代社会においては、人びとの選択や行動の自由

が尊重されている。しかし、個人の選択や行動は必

ずしも社会にとって望ましい結果をもたらすもので

はない。人びとの自由な選択や行動によって社会問

題が発生するような事態となった場合、個人の選択

や行動の自由を尊重しつつも、何らかの介入を行い、

個人の選択や行動を社会にとって望ましい方向に変

えていかなければならないという社会的要請が高ま

ることとなる。行動変容に関する研究は、従来、薬

物依存や喫煙行動の抑制、肥満や成人病の予防、食

生活の改善など医療及び保健の分野を中心に進めら

れてきた。これは、ドラッグによる犯罪、受動喫煙

による健康被害、医療費に係る財政負担の増大とい

った社会的費用をもたらすような個人の行動につい

て、政府などが何らかの形で介入し、行動変容を促

して望ましい方向に変えていくことが社会的に求め

られるようになったためである。近年、省エネやリ

サイクルが求められる環境問題、脱自動車依存や公

共交通利用促進が求められる交通問題などにおいて

も行動変容に関する研究が進められている。 

Prochaska, DiClemente, & Norcross（1992）は、人

びとが行動を変える 5 つのステージを行動変容ステ

ージモデルとして説明している（図 1）。行動変容ス

テージモデルは、1980 年代前半に禁煙の研究から示

されたモデルであり、喫煙などの非健康的な行動を

取っている者が行動、あるいは生活習慣を変える場

合には、「無関心期」「関心期」「準備期」「実行期」

及び「維持期」の 5 つのステージを経るものと考え

る。「無関心期」とは、問題となる行動やその行動を

続けた場合の結果の重大さに気づいておらず、近い

将来に行動を変えようとする意思がない段階であり、

このステージにある人には、問題を認識させたり、

環境や周囲への影響などを考えさせたりするなど、

「気づき」を与える必要がある。「関心期」とは、問

題に気づき、6 か月以内に行動変容を起こしたいと

思っているが、行動変容のメリットとデメリットを

天秤にかけている段階であり、このステージでは、

行動変容が自分にとってメリットがあることを認識

させる必要がある。「準備期」とは、近い将来（1 か

月以内）に行動を起こす意思があり、行動変容に向

けて準備している段階であり、このステージにある

人には、行動変容を行う自分に対して自信を持たせ

ることが重要である。「実行期」とは、問題を克服す

るための行動を取ってから 6 か月未満にある段階で

あり、行動を変えたことに対して「ほうび」を与え

るなどフォローとサポートを継続するとともに、新

しい行動や生活習慣を維持できるような環境を整え

るステージである。「維持期」とは、明確な行動変容

が 6 か月以上続いている段階であり、このステージ

では、逆戻りする可能性を考えて対策を立てるとと

もに、引き続き行動変容を継続し、習慣化していく

ようにフォローしていくことが求められる。 

 

図 1 行動変容ステージモデル 

 
出所： Prochaska, DiClemente, & Norcross（1992）をもとに

筆者作成 

 

行動変容ステージモデルを用いたアプローチは、

HLW 問題をめぐる社会的合意形成に関わる市民の

行動変容を促す場合にも当てはまると考えられる。 

 

2.3 行動経済学の認知バイアス 

伝統的経済学では、利己的、合理的に自分の効用

を最大化する「経済人（ホモ・エコノミカス）」を経

済主体として捉える。しかし、一般の人びとは完全

に利己的ではなく、状況に応じて利己的な場合もあ

るし、利他的な行動を取ることもある。また、人び

とは常に合理的ではなく、感情や思い込みによって

判断したり、他人の目を気にして行動したり、経済

的合理性とは異なる次元の意思決定を行ったりする。

行動経済学は、心理学、社会学、文化人類学、脳神

経科学などの成果を取り入れ、実験や実証研究を通

じて、人間の意思決定過程には、伝統的経済学で考
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えられている合理性から系統的に逸脱する様々な

「認知バイアス」（cognitive biases）が存在すること

を示してきた。 

出雲（2020a）は、HLW 問題をめぐる社会的合意

形成において、市民による協調行動や経済的合理性

とは異なる次元の価値判断や意思決定を実現する仕

掛けや動機づけを考えるうえで行動経済学の認知バ

イアスの考え方を適用する可能性について考察した。

具体的には、参照点を上回る利得とそれを下回る損

失では、たとえ同じ大きさであったとしても、人び

とは損失を大きく嫌うという「損失回避性」、現時点

で対応した方が長期的な利益になると理解しても、

人びとは対応を先延ばしにするという「時間選好」、

情報や選択肢が多過ぎる場合、人びとは直感的な判

断や意思決定を行うという「ヒューリスティックス」、

情報の内容や質が同じでも、情報の提示方法や要素

の相対的な顕著性によって、人びとは異なる結論を

下す可能性があるという「フレーミング効果」、ある

事柄を推論する場合に、先に提供されたその事柄と

は本質的に無関係の事柄に推論の出発点を置くとい

う「アンカリング効果」、他人が親切にすれば自分も

親切にするという「互恵性」や他人と同じような行

動を取りたがる「同調効果」を含む「社会的選好」

などは、HLW 問題をめぐる社会的合意形成プロセス

を進めるうえでも活用し得るものである。同様に、

これらの行動経済学の認知バイアスの考え方は、

HLW 問題をめぐる社会的合意形成に関わる市民の

行動変容を促す場合にも適用できると考えられる。 

 

2.4 Nudge（ナッジ）理論 

近年、行動経済学の知見を用いて、これを公共政

策における制度設計に役立てようという動きが欧米

諸国を中心に活発化している。とりわけ、リチャー

ド・セイラー（Richard H. Thaler）とキャス・サンス

ティーン（Cass R. Sunstein）が、2008 年の著書『実

践行動経済学』（原題は、“Nudge”）で提唱した「Nudge

（ナッジ）」（本稿では、「Nudge（ナッジ）理論」と

呼ぶ）は、インセンティブや罰則を与える手法を代

替するもの、あるいは補完するものとして各国の公

共政策に取り入れられている。 

Thaler & Sunstein（2008）は、リバタリアン・パタ

ーナリズムという政策思想を提唱する。パターナリ

ズムとは、「人びとの福祉、幸福を実現するために個

人の行動の自由もしくは価値に対する干渉が正当化

されること」14であり、「人びとの行為を妨げたり、

人びとの意思決定に干渉することで意思決定の簒奪

がなされること」15である。他方、リバタリアン・

パターナリズムとは、「ソフトで、押し付け的でない

形のパターナリズム」16であり、「選択の自由が妨げ

られているわけでも、選択肢が制限されているわけ

でも、選択が大きな負担になるわけでもない」17手

法を採用することで、人びとが自由な形で判断し、

行動するようにしながら、同時により望ましい政策

の実施を実現するよう介入するものである。 

もともと「Nudge（ナッジ）」とは、注意や合図の

ために人の横腹を特にひじで優しく押したり、軽く

突いたりすることである。Thaler & Sunstein（2008）

は、リバタリアン・パターナリズムの考え方をベー

スにして、Nudge（ナッジ）を、「選択を禁じること

も、経済的なインセンティブを大きく変えることも

なく、人びとの行動を予測可能な形で変える選択ア

ーキテクチャーのあらゆる要素」18と定義している。

また、Sunstein & Reisch（2019）は、Nudge（ナッジ）

とは、「一人ひとりが自分自身で判断してどうするか

を選択する自由も残しながら、人びとを特定の方向

に導く介入」19と定義している。公共政策に Nudge

（ナッジ）を用いることは、政府から命令したり、

罰則を与えたり、過度に介入したりせず、人びとの

選択の自由を残し、自身にとっての良い選択を自発

的に取れるようにしながら、人びとを一定の方向に

導くように政策的手法を採用することと理解される。 

Thaler & Sunstein（2008）は、Nudge（ナッジ）を

用いた選択アーキテクチャーのコンセプトについて、

Nudge（ナッジ）のスペルを用いて表現している（表

1）。本稿では、これを「NUDGES 原則」と呼ぶ。 

 

 
14 OECD, 2014, 邦訳, p.3。 
15 同上。 
16 Thaler & Sunstein, 2008, 邦訳, p.17。 
17 同上。 
18 同上。 
19 Sunstein & Reisch, 2019, 邦訳, p.3。 
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表 1 NUDGES 原則 

iNsentive インセンティブ 

Understand 

mappings 

マッピング（＝選択と幸福度

の対応関係）を理解する 

Default デフォルト（＝初期設定） 

Give feedback フィードバックを与える 

Expect error エラーを予期する 

Structure complex 

choices 

複雑な選択を体系化する 

出所： Thaler & Sunstein（2008）をもとに作成 

 

まず、「インセンティブ」とは、金銭的、経済的な

便益を与えることによって、人びとの判断や行動を

導く手法である。ただし、経済的なインセンティブ

を過大に与えたり、経済的なインセンティブだけに

依存したりする手法は Nudge（ナッジ）ではない。

次に、「マッピング（＝選択と幸福度の対応関係）を

理解する」とは、人びとに自らが選択したものと、

選択の結果としての最終的な消費体験、幸福度、あ

るいは効用との対応関係を正確に、かつ効果的に理

解させることによって、人びとの判断や行動を導く

手法である。また、「デフォルト（＝初期設定）」と

は、「最も労力を要しない選択肢や最も抵抗の少ない

経路」20を初期設定として示すことで、多くの人び

とがその選択肢を選ぶように導く手法である。 

さらに、「フィードバックを与える」とは、現状に

関する正確な情報や評価を伝えることで、人びとの

パフォーマンスを向上させる手法である。また、「エ

ラーを予測する」とは、人間は必ず何らかのミスを

し、エラーを出すことを前提として、エラーを予測

し、予め可能な限りこれに対応する措置を取ってお

く手法である。最後の「複雑な選択を体系化する」

とは、選択肢が非常に多くなったり、異なる属性が

増えたりすると、人びとは直感的な価値判断や意思

決定を行うヒューリスティックスを採用する可能性

が高くなるという傾向を踏まえ、適切な選択アーキ

テクチャーを作って選択を体系化することによって、

人びとの選択に影響を及ぼす手法である。 

 
20 Thaler & Sunstein, 2008, 邦訳, p.141。 

出雲（2020b）は、公共政策をめぐる Nudge（ナッ

ジ）理論を用いたアプローチに着目し、NUDGES 原

則を HLW 問題に適用する可能性を考察した。出雲

（2020b）をもとに整理すると表 2 のようになる。 

 

表 2 NUDGES 原則の HLW 問題への適用 

iNsentive 

 

■直接的、かつ経済的なイン

センティブを付与する 

■人びとの負担感を軽減する 

■公益と私的利益の差を示す 

Understand 

mappings 

 

■プロセスへの参加から得ら

れる満足感（有能感、連帯感、

有効感）を高める 

Default 

 

■プロセスに参加することを

デフォルトとする 

Give feedback 

 

■プロセスへの参加による達

成感や満足感を共有する 

■同調性や社会規範への順応

性を高める情報を提供する 

Expect error 

 

■正しくない価値判断や意思

決定に繋がる誤った情報やデ

マを見つけ、これに対処する 

Structure complex 

choices 

■適切な価値判断や意思決定

を可能とするよう情報を体系

化する 

出所： 出雲（2020b）をもとに作成 

 

すでに述べたとおり、Nudge（ナッジ）とは、政

府の方から命令したり、罰則を与えたり、過度に介

入したりせず、人びとの選択の自由を残し、自分に

とって良い選択を自発的に取れるようにしながら、

一定の方向に導く手法である。ここでのポイントは、

「人びとの選択の自由を残す」という点である。

HLW 問題をめぐる社会的合意形成プロセスについ

ても、政府が人びとを強制的に参加させることはで

きない。強制ではなく、人びとに社会的合意形成プ

ロセスに参加するか否かを自分で判断させつつも、

同時に参加するように行動変容を促していく手法を

考える必要がある。 
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3.HLW 問題の解決に向けて行動変容を促す

仕掛けや動機づけ 
本章では、HLW 問題をめぐる社会的合意形成プロ

セスを進めるために必要な市民の行動変容を促す方

略について議論する。本稿では、前章で説明した行

動変容ステージモデルを応用し、HLW 問題をめぐる

社会的合意形成プロセスを進めるために必要な市民

の行動変容を促すアプローチをモデルとして提示す

る。行動変容を促すためには、客観的で正確な情報

をタイミング良く、かつ十分に提供する、あるいは、

社会的課題の解決に貢献するための参加の機会を提

供するなど、社会的合意形成プロセスそのものの適

正さ、すなわち手続き的公正を確保することが重要

な機能を果たすと考えられる。また、前章で述べた

行動経済学の認知バイアスや Nudge（ナッジ）理論

は、行動変容を促すための仕掛けや動機づけとして

補完的に機能するものと考える。 

図 2 は、HLW 問題をめぐる社会的合意形成プロセ

スを進めるうえで、社会的ジレンマを克服し、人び

との行動変容を促すために用いられる Nudge（ナッ

ジ）理論を含む行動経済学の理論を用いたアプロー

チとそれ以外の関連するアプローチの全体像を示し

たものである。ここでは、人びとの行動変容に関す

る過程を、①HLW 問題に対し無関心であるステージ、

②HLW 問題を社会的課題として認識するステージ、

③意識を変容させるステージ、④実際に行動変容を

取るステージ、⑤行動変容を習慣化するステージに

分けるとともに、どのようなアプローチが人びとの

意識変容や行動変容を促すかを示している。 

 

図 2 HLW 問題における行動変容ステージモデル 

 

出所： 筆者作成 

 

3.1 無関心ステージへのアプローチ 

一般の人びとは、HLW 問題に対して無関心である

か、あるいは自らが解決しなければならない社会的

課題であるという認識がないかのいずれかである。

これは、HLW 問題について、これまで政府や専門家

によって技術的かつ専門的な議論ばかりがなされて

きたこと、また、人びとへの情報提供が少なく、広

く人びとの参加を得て議論するような「対話の場」

を設けてこなかったことなどが原因である。原子力

発電から HLW という「核のゴミ」が発生すること

を理解しない人もいるし、HLW は厄介な「核のゴミ」

であると理解したとしても、「自分の問題ではない」

と考える人もいる。 

このように HLW 問題に関して無関心な人びとに

対しては、まず、客観的で正確な情報を提供し、HLW

問題について正しく理解してもらい、解決しなけれ

ばならない社会的課題として認識してもらうことが

重要である。情報の提供に当たっては、人びとの関

心や興味を把握し、これに沿った形で情報を提供す

るとともに、提供する情報が正しく理解されるよう

受け手にとって分かりやすい形で伝え、しっかりと

説明することが求められる。また、人びとの疑問や

質問に対しては迅速かつ丁寧に回答し、誠意を持っ

て対応することも必要である。このような手法を取

ることで、人びとがいつでも必要な情報にアクセス

できる環境を整えるのである。 

また、一方的な情報提供ではなく、人びととの間

で双方向の対話を行い、人びとの不安や不満を解消

し、相互理解を深め、相互信頼を高めて、一緒にな

って解決策を模索するというアプローチが求められ

る。提供する情報の内容については、HLW 問題を解

決することでもたらされる便益だけでなく、HLW 問

題を解決するための費用、HLW 問題をめぐるリスク

や不確実性なども含まれることが重要であり、これ

らの情報については可能な限り数値化し、比較可能

な形で提供することが求められる21。このような情

報を提供することで、人びとに対し、HLW 問題の実

態や解決の必要性、社会的合意形成の重要性に関す

る認知を喚起し、無関心の状態から課題認識の状態

 
21 出雲, 2018, p.105。 
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へと変容させるのである。社会的課題として認識す

れば、その解決に向けて、「何かしなければ」と考え

る人も出てくるであろう。 

こうしたアプローチに加え、行動経済学の認知バ

イアスの考え方を取り入れたアプローチを補完的に

採用することも効果的である。たとえば、人びとが

参照点を上回る利得とそれを下回る損失では、たと

え同じ大きさであったとしても損失を大きく嫌うと

いう損失回避性を踏まえたアプローチを採用すれば、

人びとは個人の利得ばかりを追求するのではなく、

むしろ社会全体の損失をより深刻に考慮する可能性

があることから HLW 問題を喫緊の課題として認識

することが期待される。また、人びとは多忙である

ため、情報が複雑過ぎたり、選択肢が多過ぎたりす

る場合、すべての情報や選択肢を取り入れて、時間

や労力を割いて判断することを避ける傾向にある。

このような場合、人びとは熟慮せず、これまでの経

験や直感に従って判断し、意思決定を行うこととな

る。人びとが直感的な判断や意思決定を行うという

ヒューリスティックスを踏まえれば、提供する情報

の内容や選択肢の設定の仕方を工夫することによっ

て、人びとの理解を促すことが期待される。また、

人びとの記憶に残るような印象的な情報や数値を最

初に与えることによって、人びとがそれを無意識に

基準として採用し、その後の価値判断や意思決定に

影響を与えるというアンカリング効果を踏まえれば、

情報の提供の仕方によって人びとの HLW 問題に関

する適切な課題認識を促すこと、さらには人びとの

行動変容を引き出すことが期待される。 

 

3.2 課題認識ステージへのアプローチ 

課題認識ステージは、Prochaska, DiClemente, & 

Norcross（1992）の行動変容ステージモデルにおけ

る「関心期」に相当するステージである。人びとに

対し、HLW 問題を社会全体で解決に向けて取り組む

ことが求められる社会的課題として認識させた後に

は、次に、これを解決しなければならないものとし

て意識させることが必要である。そのためには、「対

話の場」を通じて人びとの間で HLW 問題について

の議論が行われ、人びとがこうした議論の過程を知

ることによって、HLW 問題を知り、その解決の必要

性について「自分の問題」として考えるようになる

ことが求められる。ただし、人びとに対し、HLW 問

題を強制的に考えるように仕向けたり、あるいは、

行動変容を取るように命令したりするのではなく、

人びとの自主性、道徳心、あるいは、良心を尊重す

る形で、情報共有を行ったり、対話をしたりするこ

とが重要である。 

一般的に、社会的課題は一人で解決することは困

難であることから、他の人びとと問題意識や知識や

情報を共有し、一緒になって社会にとって最適な解

決策を見出すことが求められ、そのための適切な「対

話の場」が必要である。「対話の場」に人びとが集ま

るためには、人びとが他人も同じような問題意識を

持ち、解決策を模索していることを知り、こうした

問題意識や行動に共感を得ることが重要である。と

りわけ、「自分一人が考えたところで解決策は生まれ

ない」と否定的な態度を示す人びとは、「他人もそれ

ほど問題意識を持っていないだろう」と社会的合意

形成プロセスに対しても否定的な認知を持っている

可能性がある。こうした人びとに対し、「他の人びと

も HLW 問題を社会的課題として認識し、解決策を

模索している」という他人の問題意識や行動に関す

る客観的な事実情報を提供することによって、社会

的合意形成プロセスに対する否定的な認知を矯正し、

行動変容を促すことが期待される。 

こうしたアプローチに加え、行動経済学の認知バ

イアスの考え方を取り入れたアプローチを補完的に

採用することも効果的である。たとえば、HLW 問題

を先送りすることで将来世代の費用負担が莫大にな

り、現世代で対応する方が費用負担も小さく、効用

も大きいことが明白であれば、長期的な利益を考慮

して、経済的合理性に基づき、現世代で HLW 問題

に対処することを選択することが期待される。しか

し、時間選好によって、現時点で HLW 問題につい

て対応する方が長期的な利益があると分かっていて

も、社会的合意形成プロセスを整備し、その中で時

間をかけて熟議し、意思決定することは面倒であり、

むしろ、将来世代に先送りした方が良いと考えるこ

ともあり得る。このような人びとの時間選好に基づ

く先延ばし行動を減らすためには、達成可能な目標

を設定するとともに、目標達成に向けたプロセスや
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ステップを細かく設定し、その中で最小限の価値判

断や意思決定を促し、将来の選択をコミットさせて

変更できないようにすることが有効である。このよ

うなアプローチを取ることで、人びとの意識変容や

行動変容を少しずつ実現するのである。 

また、HLW 問題を議論する際、情報の内容や質が

同じであっても、伝達されるときの表現方法の違い

によって、伝えられた人の価値判断や意思決定が異

なってくるというフレーミング効果を踏まえて、人

びとの意識変容や行動変容を促す可能性がある。た

とえば、HLW 問題という社会的課題の解決に向けて、

人びとが率先して行動を起こすよう、フレーミング

効果を活用することにより与える情報やメッセージ

を工夫することが考えられる。さらに、HLW 問題に

関する情報や選択肢が複雑かつ過剰な状況では、人

びとは身近にある情報や咄嗟に浮かんだ知識に基づ

いて価値判断や意思決定を行ってしまう、すなわち、

適切な価値判断や意思決定から離れてしまうヒュー

リスティックスを踏まえれば、人びとに与えられる

複雑な情報や選択を体系化することによって、人び

との正しい価値判断や意識変容を促すことが可能と

なると考えられる。 

 

3.3 意識変容ステージへのアプローチ 

意識変容ステージは、Prochaska, DiClemente, & 

Norcross（1992）の行動変容ステージモデルにおけ

る「準備期」に相当するステージである。HLW 問題

の解決に向けた社会的合意形成プロセスを進めるに

当たっては、「対話の場」を整備して人びとに参加を

強制するのではなく、人びとが主体的に参加しよう

とするよう意識変容を促すことが重要である。意識

変容ステージでは、「他の市民と一緒になって HLW

問題を議論し、解決策を模索することを通じて、社

会的課題の解決に貢献するのだ」という決意と自信

を醸成するのである。そのためには、あらかじめ「対

話の場」で市民から出される意見や要求を政策や意

思決定に反映する仕組みを整え、市民が社会的課題

の解決に貢献する機会を確保することが求められる。 

また、人びとに行動変容を促すためには、人びと

が、行動変容によって「望ましい結果」が得られる

ことを認知することが必要であり、こうした認知に

繋がるような仕掛けを考えることが重要である。こ

の場合の「望ましい結果」とは、HLW 問題の解決に

よってもたらされる公共的な利益である。一般的に

人びとは、「如何なる結果が公正かを考えるに当たっ

て、平等や公平、衡平といった個人間の利得分布の

みに配慮するのではなく、現在と未来の社会全体の

福祉（すなわち、公共利益、あるいは、社会的厚生）

にも重大な配慮を寄せる」22ことから、このような

人びとの心理に訴えかけることによって、HLW 問題

の解決に向けた意識変容を醸成するのである。とり

わけ、HLW 問題のように、一人では解決できないが、

みんなで協力すれば解決できるような社会的課題に

ついては、自己の利益を追求するよりも他人と協力

することで得られる利益の方が大きいと理解し、か

つ、他人のために行動すれば、それに応じて他人も

自分のために行動してくれるという信頼を感じられ

れば、HLW 問題をめぐる社会的合意形成に関わる市

民の行動変容を促すことができると考えられる。 

社会の中には、最初から利他主義に基づき協調行

動を取る人や、みんなで協調行動を取った方が社会

にとって望ましい成果を得られると理解し、利他的

動機によって協調行動を取る人が存在する。また、

他人の利他主義に基づく協調行動を踏まえ、自分も

利他主義に基づく協調行動を取る人もいる。このよ

うな互恵性や同調効果といった社会的選好を踏まえ

れば、HLW 問題をめぐる社会的合意形成プロセスを

進めるうえでも、他人のプロセスへの主体的参加を

知ることによって、人びとが自らプロセスに主体的

に参加することが期待される。また、人びとに対し

て、経済的なインセンティブを与えたり、社会的合

意形成プロセスに参加する期間を限定したり、ある

いは手間を減らしたりすることによって、社会的合

意形成プロセスへの参加を促す可能性がある。さら

に、社会的合意形成プロセスへの参加による達成感

や満足感や、成果についてフィードバックを与える

ことで社会的合意形成プロセスへの参加を促すこと

が期待される。また、フィードバックに人びとの社

会的選好を踏まえた情報やメッセージを加えること

で他人との協調行動が促されることが期待される。 

 
22 藤井, 2003, pp.243-244。 
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意識変容ステージにおいて、とりわけ重要なこと

は、他の人びとと一緒になって社会的合意形成プロ

セスに参加することが有意義なものであるという肯

定的な認知が形成されることである。一時的であっ

ても、人びとが HLW 問題をめぐる社会的合意形成

プロセスに参加し、同じような問題意識を共有する

人びとと一緒になって議論し、最終的に社会的課題

に対する解決策を導き出すことに貢献することがで

きたという有効感、自らの知識や経験を高めること

ができたという有能感、問題意識を共有する人びと

とのネットワークを構築できたという連帯感、さら

には、一緒に協調行動を取った人びとに対する信頼

感などが得られれば、社会的合意形成プロセスへの

参加に対する肯定的な認知がさらに強化され、さら

に参加することが習慣化されて、HLW 問題をめぐる

社会的合意形成プロセスに主体的に参加しようとい

う人びとの意欲が持続的に増進されると考えられる。 

また、HLW 問題をめぐる社会的合意形成プロセス

の枠組みや手続きが公正に運用され、社会的合意形

成プロセスを通じて得られた解決策が、不透明な手

続きによるものではなく、政府や専門家から一方的

に押し付けられるものでなく、また特定の人びとや

グループの意見に偏っているものでないならば、人

びとは、社会的合意形成プロセスでの熟議、熟慮の

結果としての解決策に賛成し、満足するだけでなく、

社会的合意形成プロセスそのものや社会的合意形成

プロセスを運用する政府などに対する信頼を深め、

今後、継続的に社会的合意形成プロセスに参加しよ

うという意欲が高められると考えられる。 

 

3.4 行動変容から習慣化に向けたアプローチ 

行動変容ステージ及び習慣化ステージは、

Prochaska, DiClemente, & Norcross（1992）の行動変

容ステージモデルにおける「実行期」及び「維持期」

にそれぞれ相当するステージである。やや繰り返し

になるが、HLW 問題をめぐる社会的合意形成に関わ

る市民の行動変容を習慣化するためには、社会的合

意形成プロセスへの参加から満足感を得られること

が重要である。満足感は、先に述べた有能感、有効

感、連帯感などとも関連するものである。社会的合

意形成プロセスに参加することを選択することによ

って得られる満足度や幸福度などの効用をマッピン

グとして示すことが有効である。期待される効用、

すなわち満足度や幸福度が大きければ、人びとは行

動変容をより積極的に行うようになる可能性がある。

逆に、満足感を得られなければ、社会的合意形成プ

ロセスに対する否定的な認知が強化されてしまう。 

また、社会的合意形成プロセスに参加することが

デフォルトとして捉えられるような手法を取ること

も重要である。HLW 問題をめぐる社会的合意形成プ

ロセスに参加するか、参加しないかを選択すること

は人びとの自由である。しかし、参加することが最

初からデフォルトとして設定されており、多くの人

びとが参加することが当然のこととして認識される

ように自由に選択できる場合、最初から「参加する

こと」がデフォルト、すなわち、多くの人びとにと

って「当たり前のこと」、あるいは、「正しいこと」

として位置付けられていれば、人びとは参加するよ

うになるであろう。デフォルトはフィードバックと

組み合わせることでより効果を発揮する。人びとが

社会的合意形成プロセスに参加し、それなりの達成

感や満足感を得ているのであれば、こうした事実を

参加したことがない人びとに対してフィードバック

することで、参加することがデフォルトとして認識

され、次から参加するようになることが期待される。 

また、人びとはマスメディアや SNS を通じて得ら

れた誤った情報やデマに影響されて正しくない価値

判断や意思決定を行ってしまうことがある。価値判

断や意思決定を誤ってしまうと、そのことをエラー

として捉え、人びとは社会的合意形成プロセスに参

加したくなくなるおそれがある。したがって、エラ

ーの原因となるような誤った情報やデマを見つけた

ら、客観的で正確な情報を速やかに提供し、誤った

情報やデマを正すことが重要である。とりわけ、人

びとはヒューリスティックスやアンカリング効果な

どの認知バイアスによって、誤った情報やデマであ

ってもこれを鵜吞みにしてしまい、これが固定観念

となって、直感的な価値判断や意思決定を行う可能

性がある。こうしたことを避けるためにも、人びと

に対し、正しい情報を分かりやすく、また印象に残

るような形で提供することが求められる。 
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4.おわりに 
本稿は、HLW 問題という社会的課題の解決におい

ては、NIMBY 問題や社会的ジレンマを克服し、市

民の社会的合意形成プロセスへの主体的参加と熟議

を実現することが必要であるとの考えに基づき、人

びとの行動変容を促すために、Nudge（ナッジ）理

論を含む行動経済学の理論を用いたアプローチやそ

れ以外の関連するアプローチを如何に活用するかを

考察した。本稿では、Prochaska, DiClemente, & 

Norcross（1992）の行動変容ステージモデルを応用

し、HLW 問題をめぐる社会的合意形成プロセスへの

参加に向けて行動変容を促す過程を示したモデルを

提示した。そのうえで、各ステージで活用されるア

プローチと行動経済学の認知バイアスの考え方や

Nudge（ナッジ）理論を考察した。ただし、これら

のアプローチや考え方は必ずしも特定のステージの

みで適用されるものではなく、他のステージでも適

用され得るものである。重要なことは、行動変容を

促すためには、Nudge（ナッジ）理論を含む行動経

済学の理論だけでなく、それ以外の関連するアプロ

ーチを組み合わせて取り入れることである。 

冒頭で述べたとおり、2020 年（令和 2 年）11 月

17 日から、北海道寿都郡寿都町と北海道古宇郡神恵

内村において、それぞれ文献調査が開始された。2021

年（令和 3 年）3 月 26 日には、これらの自治体内に、

HLW 処分事業に関する住民への情報提供や、住民か

らの質問等に答える場として「交流センター」が設

置された2324。また、4 月 14 日には寿都町で、翌 15

日には神恵内村で、それぞれ住民の参加を得て、第

1 回「対話の場」集会が開かれた。「対話の場」では、

国や NUMO と地域住民の間で、HLW 処分事業の内

容、安全確保に関する考え方、文献調査の進捗など

についての情報共有や、HLW 処分事業のメリットと

デメリットを考慮した地域の経済発展の在り方など

についての議論が行われる予定である。今後、地域

住民が「対話の場」にどの程度主体的に参加し、具

体的な熟議が進められるかが注目される。 

 
23 NUMO, プレスリリース「『NUMO 寿都交流センタ

ー』の開設について」, 2021 年 3 月 23 日。 
24 NUMO, プレスリリース「『NUMO 神恵内交流セン

ター』の開設について」, 2021 年 3 月 23 日。 

こうした状況を踏まえ、HLW 問題という社会的課

題を解決するに当たっての社会的合意形成プロセス

に必要な市民の行動変容を促すアプローチを提示し

た本稿は、今後の我が国において HLW 問題をめぐ

る社会的合意形成プロセスを進めるための政策課題

の検討に寄与するものと考えられる。さらに、本稿

は、HLW 処分事業のみならず、家庭から出るゴミを

処理する一般廃棄物処理施設の建設、道路や鉄道な

ど交通網の建設、火葬場、し尿処理場、老人ホーム

や自立更生支援施設の建設、さらには、幼稚園や保

育園の建設などにおいてもみられる NIMBY 問題や

社会的ジレンマの解決にも一定の有益な示唆を与え

るものと考えられることから、こうした分野におけ

る政策課題の検討にも貢献することを望むところで

ある。今後、本稿で示した行動変容ステージモデル

を我が国における HLW 問題をめぐる取組に当ては

めて、より実証的な分析を進めていきたい。 
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